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都道府県教育委員会への提供データ①

調査結果概況 問題別調査結果

都道府県番号_01
児童（域内の学校）ごと

都道府県番号_02
域内の学校ごと

都道府県番号_03
域内の市町村教育委員会ご
と

都道府県番号_04
児童(域内の学校)の解答状
況

都道府県番号_05
児童(域内の学校)の解答類
型

児童質問調査の回答結果集計 学校質問調査の回答結果集計 実施概況

都道府県番号_06
＜表＞

都道府県番号_07
＜グラフ＞

都道府県番号_08
＜表＞

都道府県番号_09
＜グラフ＞

都道府県番号_12
実施概況（県全体・市町村
別）

クロス集計 質問調査経年変化グラフ 都道府県の結果チャート

都道府県番号_10
児童質問×正答率

都道府県番号_11
学校質問×正答率

都道府県番号_14
児童質問調査

都道府県番号_15
学校質問調査

都道府県番号_13

１．各都道府県のデータ （注）小学校の例です。中学校も同様です。
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１．教育委員会への提供データについて



都道府県教育委員会への提供データ②

２．ローデータ（.csv）
各学校のローデータファイル 各児童（教科調査）のローデータファイル 各児童（質問調査）のローデータファイル

都道府県番号_学校_R6.csv

域内の学校ごと（１行ごと）にデータ
が並んでいる

都道府県番号_教科_R6.csv

域内の学校の児童ごと（１行ごと）に
教科調査に関する情報が並んでいる

都道府県番号_質問_R6.csv

域内の学校の児童ごと（１行ごと）に
質問調査に関する情報が並んでいる

（注）小学校の例です。中学校も同様です。

３．域内教育委員会のデータ

１’．各都道府県（指定都市を除く）のデータ ※指定都市が所在する道府県のみ

（３－１．と同様のデータ）

（域内の全ての市町村教育委員会のデータ）
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調査結果概況 問題別調査結果 実施概況 学校質問回答状況

小学校設置者コード_01 小学校設置者コード_02
児童（所管学校）の解答状
況

小学校設置者コード_03
児童（所管学校）の解答類
型

小学校設置者コード_09
実施概況(教委全体・学校
別)

小学校設置者コード_10
所管学校の回答状況

児童質問調査の回答結果集計 学校質問調査の回答結果集計 クロス集計

小学校設置者コード_04
＜表＞

小学校設置者コード_05
＜グラフ＞

小学校設置者コード_06
＜表＞

小学校設置者コード_07
＜グラフ＞

小学校設置者コード_08
児童質問×正答率

各学校の結果チャート 市町村の結果チャート

小学校設置者コード_11
学校運営（全国との比較）

小学校設置者コード_12
児童生徒（全国との比較）

小学校設置者コード_13
学校運営(都道府県との比
較)

小学校設置者コード_14
児童生徒(都道府県との比
較)

小学校設置者コード_15

小学校設置者コード_16 所管学校の調査結果（ＺＩＰファイル）解除パスワード一覧

市町村教育委員会への提供データ①

１．各市町村教育委員会のデータ （注）小学校の例です。中学校も同様です。
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市町村教育委員会への提供データ②

２．ローデータ（.csv） （注）小学校の例です。中学校も同様です。

３．所管する学校のデータ

（所管する全ての学校の１－１．のデータ）

各学校のローデータファイル 各児童（教科調査）のローデータファイル 各児童（質問調査）のローデータファイル

小学校設置者コード_学校_R6.csv

所管学校ごと（１行ごと）にデータが
並んでいる

小学校設置者コード_教科_R6.csv

所管学校の児童ごと（１行ごと）に教
科調査に関する情報が並んでいる

小学校設置者コード_質問_R6.csv

所管学校の児童ごと（１行ごと）に質
問調査に関する情報が並んでいる
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「令和６年度全国学力・学習状況調査に関する実施要領」（抄）

５．調査結果の取扱い

（４）調査結果の活用

以下のいずれの場合も、教育委員会が国から提供されたローデータ等を大学の研究者
等に貸与することは可能です。
・教育委員会が大学の研究者等に高度な分析を依頼する
・大学の研究者等が自らの研究のため、教育委員会にデータ貸与を求める
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２．教育委員会におけるデータの貸与について

イ 各教育委員会、学校等及び文部科学省においては、調査結果についてより一層多
面的な分析や研究が行われるよう、調査結果を活用した以下のような取組を進めるこ
とができる。

（イ） 各学校においては、各学校の設置管理者の判断の上、以下のいずれかの方法
により、 小学校調査の結果等について学校間での情報共有を図り、成果と課題を継
続的に把握・ 検証し、教育の改善・充実に取り組むことができる。 

① 児童の保護者の同意を得るなど、法令に基づき必要な措置を講じた上で、児童
が進学する学校に小学校調査の結果を送付すること

② その他各学校の設置管理者の判断による適切な方法



➢ 全国学力・学習状況調査のローデータ等、公表していないデータの貸与を実施するための仕組み・方法について
は、「全国学力・学習状況調査に関する実施要領」を踏まえた上であれば、各教育委員会において検討・決定す
ることができます。

➢ データ貸与の検討・決定においては、文部科学省におけるデータ貸与の仕組み（「『全国学力・学習状況調査』
の集計結果データの貸与に係るガイドライン」等）を参考にしていただけます。

➢ 詳細についてのご相談、ご質問がありましたら、学力調査室までお問い合わせください。
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３．教育委員会がデータの貸与を行うには

特にガイドライン第３の１「全国学力・学習状況調査の趣旨・目的に沿った貸与」に御留意ください。

「『全国学力・学習状況調査』の集計結果データの貸与に係るガイドライン（個票データ編）」（抄）

第３ 個票データの貸与に際しての基本原則 
１ 全国学力・学習状況調査の趣旨・目的に沿った貸与 

(1) 個票データの利用目的
文部科学省は、個票データの利用目的が、学術研究の発展に資するもの又は公的機関における施策の推進に適切に反映

されるものであって、以下の①又は②のいずれかに該当するものである場合に、個票データを貸与できることとする。 
① 我が国の児童生徒の学力、学習状況又は生活習慣等の把握・改善を目的としていること。 
② 国又は地方公共団体の教育施策の改善・充実に資することを目的としていること。 

(2) 個票データを用いた研究等における配慮事項 
全国学力・学習状況調査の調査結果については、その調査の目的を達成するため、国又は地方公共団体における教育施

策の改善・充実、児童生徒の学力、学習状況又は生活習慣の把握・改善につなげることが重要であることに留意し、適切
に取り扱う必要がある。 
このため、個票データを用いた研究等においては、実施要領に定める調査結果の取扱いに関する配慮事項を踏まえるこ

と。特に、全国学力・学習状況調査により測定できるのは学力の特定の一部分であること、学校における教育活動の一側
面であることなどを踏まえるとともに、成果の公表に当たっては、序列化や過度な競争が生じないようにするなど教育上
の効果や影響等に配慮することとする。
また、特定の個人、学校又は設置管理者が第三者（利用者以外の者をいう。以下同じ。）に識別されないように十分配

慮することとする。 さらに、利用者が当該個票データを用いた研究等の成果を公表する際には、設置管理者コード、設
置管理者名、学校コード及び学校名を明らかにしないこととする。 

（参考）「全国学力・学習状況調査」の集計結果データの貸与に関する文部科学省のWebサイト
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/gakuryoku-chousa/sonota/1386492.htm

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/gakuryoku-chousa/sonota/1386492.htm
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